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サービス提供時間の短縮について

当日の利用者の心身の状況から、実際の地域密着型通所介護の提供が地域密着型通所介護計画上

の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には、地域密着型通所介護計画上の単位数を算定して

差し支えありません。

ただし、地域密着型通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、地域密着型通所

介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定してください。

※具体的な内容については、以下の厚生労働省Ｑ＆Ａを御確認ください。

参 考

【令和３年 3月 26 日、事務連絡 介護保険最新情報 vol.952】
令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）」の送付について

○サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方

（問２６）

「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間

よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」と

されているが、具体的にどのような内容なのか。

（答）

・通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けら
れた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。

・こうした趣旨を踏まえ、例えば 8 時間以上 9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた
場合において、当日のサービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず 7時間 30 分
でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとし
た。（ただし、利用者負担の軽減の観点から､ 通所介護計画を変更した上で7時間以上8時間未

満の所定単位数を算定してもよい。）

・こうした取り扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され､当該プログラムに

従って､単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており､ 限定的に適用されるもので

ある。当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は､当初の通所介護
計画を変更し､再作成されるべきであり､変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなけれ
ばならない。



（例）通所介護計画上7時間以上8時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について

①利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより 6時間程
度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更
し､再作成されるべきであり､6 時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

②利用者の当日の希望により 3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､ 利用者の当日
の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成するべきであり、3 時間程度の所要
時間に応じた所定単位数を算定する。

③当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず 2 時間程度でサービス提供を
中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2 時間程度の所要時間
に応じた所定単位数を算定する。

（※所要時間 2時間以上 3時間未満の区分は、心身の状況やその他利用者のやむを得ない事情によ
り、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用者の心
身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した
場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えない。）

④当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためやむを得ず 1時間程度でサービス提供を中
止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。

併設医療機関の受診の場合の取扱いについて

参 考

【平成１５年５月３０日、事務連絡】介護報酬に係るＱ＆Ａについて

Ｑ１１ 通所サービスと併設医療機関の受診について

Ａ１１

通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除

いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所
サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所サービス計画の
見直し等の必要性に応じて行われるべきものである。



２時間以上３時間未満の利用について

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所定時間２時間以上３時間未満の指

定地域密着型通所介護を行う場合は、「所要時間４時間以上５時間未満」の所定単位数の 100分の

70に相当する単位数を算定します。

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者とは

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

（例）① 心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者

② 病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者

③ その他、利用者側のやむを得ない事情により長時間の利用が困難な者

※単に入浴のみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常

生活を通じた機能訓練等が実施される必要があります。

参 考

【平成１２年３月１日、老企第３６号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】

（４）２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合の取扱い

２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から、長時間のサ
ービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要が
ある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者(２３号告示第
七号)であること。

なお、２時間以上３時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴
サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生
活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。


